
医師等の働き方改革について 

＜概要＞ 

医師の時間外労働への上限規制の適用が開始される令和６年４月以降、年 960

時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事による下記の指定を

受けた医療機関のみとなる。 

○Ｂ 水 準…地域医療の確保のため、自院の勤務のみで超過勤務が年 960時

間を超える医師が在籍する医療機関（年 1,860時間まで） 

○連携Ｂ水準…地域医療の確保のため、派遣先も含めた超過勤務が年 960 時

間を超える医師が在籍する医療機関（年 1,860時間まで） 

〇Ｃ－１水準…臨床研修医・専攻医の研修のため、超過勤務が年 960 時間を

超える医師が在籍する医療機関（年 1,860時間まで） 

〇Ｃ－２水準…高度な技能の習得のため、超過勤務が年 960 時間を超える医

師が在籍する医療機関（年 1,860時間まで） 

 

 ⇒ 各水準を適用することが「地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）

と整合的であること」、「地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労

働を前提とせざるを得ないこと」について、府医療審議会の意見を聴くこと

とされており、必要に応じて地域医療構想調整会議にも意見を聴くことと

されている。（R2.12.22 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめから抜粋） 

 

＜スケジュール（想定）＞ 

【令和５年６月】 

〇働き方改革検討部会：地域医療との整合性や特例水準の審査基準の確認 

〇第１回地域医療構想調整会議：地域医療との整合性の確認 

【令和５年 10月】 

〇特例水準の申請受付開始（１回目） 

【令和５年 11月】 

〇働き方改革検討部会：特例水準申請病院の実質的審査 

〇医療審議会：特例水準指定に伴う意見聴取 ⇒特例水準の指定（１回目） 

【令和５年 12 月】 

〇特例水準の申請受付開始（２回目） 

【令和６年１月】 

〇働き方改革検討部会：特例水準申請病院の実質的審査 

〇医療審議会：特例水準指定に伴う意見聴取 ⇒特例水準の指定（２回目） 

 ※各医療機関の申請状況等により、地域医療構想調整会議や地域保健医療協 

議会等で適宜意見聴取を実施予定。 
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【働き方改革全体スケジュール】
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基金による補助事業実施

勤務環境評価センターの審査 【令和４年10月～開始】

※受審から評価結果通知まで最低４カ月必要
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申請受付期間を設ける予定

【①10月～ ②12月～】】

【B・C水準】①時短計画策定 → ②評価Cの評価受審 → ③特例水準の指定申請



【B・連携B水準】
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【C水準】

・特例水準の申請を希望しない医療機関
　→医師の超勤削減に取り組む
　　 宿日直許可の取得

・特例水準の申請を希望する医療機関
　→評価センターの評価受審（4～6ヵ月必要）
　　 宿日直許可の取得

　【区分４】
　　勤務医の勤務環境改善に向けた体制整備事業
　・私病協：医師の勤務環境改善への設備整備の補助
　・府病協：看護師の特定行為研修受講への補助
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◆令和５年度医師の働き方改革の取組について（案）

今後病院が取り組むべき事項
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　【区分６】
　　勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業
　・１稼働病床あたり133千円を限度に補助
　・補助率：ハード1/2、ソフト10/10
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救急車受入件数等 ※
(1,000～2,000台未満)

②

　診療報酬（地域医療体制確保加算）
　　・入院患者１人あたり620点の加算

・特例水準の申請を希望しない医療機関
　→医師の超勤削減に取り組む
　　 宿日直許可の取得
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